
普通財産売払申請書

年　　月　　日 
　五ヶ瀬町長　小迫幸弘　殿

	申請者
	住　　所
（主たる所在地）
	

	
	ふりがな
氏名　　　　
（法人の場合は名称及び代表者名）
	　　㊞

	
	生年月日
	大正・昭和・平成

年　　月　　日
	性別
	男・女

	
	電話番号
	　


· 法人で申請する場合、その名称及び主たる所在地並びに代表者の氏名を記入の上、役員等一覧を添付してください。

下記のとおり普通財産の売払いを願いたく、関係書類を添えて申請いたします。
　また、当該申込書の記載事項は事実と相違ありません。

記

１　売払希望物件等
	売払希望地番
	売払希望の理由・目的
	住宅建設の計画（見込）

	　
	
	



２　誓約事項（裏面のとおり）        


（裏面）
誓　約　事　項

　私は、このたびの申請を行うに当たり、次の事項を誓約します。
　また、貴町が警察当局へ情報照会を行うことについて承諾します。

１　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項各
号のいずれかに該当する者でないこと。
２　地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定により貴町が実施する一般競争入札への参加を制限されている者でないこと。
３　次のいずれかに該当する者でないこと。
 (1)  暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）
 (2)　当該物件を暴力団の事務所その他これに類するもの（その目的が公の秩序又は善良の風俗に反するものその他社会通念上不適切と認められるものをいう。）の用に供しようとする者
 (3)  暴力団員がその経営に実質的に関与している者
 (4)  自己、自社又は第三者の不正の利益を図る目的、若しくは第三者に
損害を加える目的をもって暴力団を利用するなどしている者　
 (5)  暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するな
ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与し
ている者
 (6)  暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
 (7)　暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用して
いる者
４　前記３の(1)から(7)に該当する者の依頼を受けて申請しようとする者でないこと。
５　法人の場合は、役員等（法人の役員又はその支店若しくは営業所等を代表する者をいう。）が前記３の(1)から(7)のいずれにも該当しないこと。
６　次に掲げる不当な行為を行わないこと。
 (1)  契約の履行をしないこと。
 (2)  契約に違反し、契約の相手方として不適当と貴町に認められること。
 (3)  社会的信用を失墜する行為をなし、契約の相手方として不適当と認め
られること。
 (4)  天災その他不可抗力の事由がなく、履行遅延をすること。
７　貴町の売払いに関する資料及び売買契約書案の各条項を熟覧するとともに、貴町の現地説明等を傾聴し、これらの事柄について全て承知の上、申請すること。後日これらの事柄について貴町に対し異議又は苦情の申立てを行わないこと。

（注）収集した個人情報については、買受資格の確認のために使用し、その他の目的のためには一切使用しません。



記載例　　　　普通財産売払申請書

年　　月　　日 
　五ヶ瀬町長　小迫幸弘　殿

	申請者
	住　　所
（主たる所在地）
	　五ヶ瀬町大字三ヶ所１６７０番地

	
	ふりがな
氏名　　　　
（法人の場合は名称及び代表者名）
	五ヶ瀬　太郎　　㊞

	
	生年月日
	大正・昭和・平成

５６年　１月　１日
	性別
	男・女

	
	電話番号
	　０９８２－８２－１７００


· 法人で申請する場合、その名称及び主たる所在地並びに代表者の氏名を記入の上、役員等一覧を添付してください。

下記のとおり普通財産の売払いを願いたく、関係書類を添えて申請いたします。
　また、当該申込書の記載事項は事実と相違ありません。

記

１　売払希望物件等
	売払希望地番
	売払希望の理由・目的
（できるだけ詳細に）
	住宅建設の計画（見込）

	五ヶ瀬町大字三ヶ所
〇〇番地
	子供が大きくなり手狭になったので、家を建てたいと考えているが、町内で良好な宅地がなかなか見つからないため
	[bookmark: _GoBack]Ｒ５年３月　土地購入
Ｒ５年６月　住宅建設着工
Ｒ６年３月　住宅完成



２　誓約事項（裏面のとおり）        


（裏面）
誓　約　事　項

　私は、このたびの申請を行うに当たり、次の事項を誓約します。
　また、貴町が警察当局へ情報照会を行うことについて承諾します。

１　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項各
号のいずれかに該当する者でないこと。
２　地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定により貴町が実施する一般競争入札への参加を制限されている者でないこと。
３　次のいずれかに該当する者でないこと。
 (1)  暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）
 (2)　当該物件を暴力団の事務所その他これに類するもの（その目的が公の秩序又は善良の風俗に反するものその他社会通念上不適切と認められるものをいう。）の用に供しようとする者
 (3)  暴力団員がその経営に実質的に関与している者
 (4)  自己、自社又は第三者の不正の利益を図る目的、若しくは第三者に
損害を加える目的をもって暴力団を利用するなどしている者　
 (5)  暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するな
ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与し
ている者
 (6)  暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
 (7)　暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用して
いる者
４　前記３の(1)から(7)に該当する者の依頼を受けて申請しようとする者でないこと。
５　法人の場合は、役員等（法人の役員又はその支店若しくは営業所等を代表する者をいう。）が前記３の(1)から(7)のいずれにも該当しないこと。
６　次に掲げる不当な行為を行わないこと。
 (1)  契約の履行をしないこと。
 (2)  契約に違反し、契約の相手方として不適当と貴町に認められること。
 (3)  社会的信用を失墜する行為をなし、契約の相手方として不適当と認め
られること。
 (4)  天災その他不可抗力の事由がなく、履行遅延をすること。
７　貴町の売払いに関する資料及び売買契約書案の各条項を熟覧するとともに、貴町の現地説明等を傾聴し、これらの事柄について全て承知の上、申請すること。後日これらの事柄について貴町に対し異議又は苦情の申立てを行わないこと。

（注）収集した個人情報については、買受資格の確認のために使用し、その他の目的のためには一切使用しません。
